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令和３年「春の火災予防運動」に伴う総合訓練の実施について

概 要

（趣旨・日時・

場所・内容等を

記入すること。）

１ 趣旨

「春の火災予防運動」の初日に，大規模施設で自衛消防訓練及び警防

訓練を実施するとともに，市民に対し，火災予防の啓発を行うもの。

２ 日時

令和３年４月２０日（火） １０時３０分から１１時３０分まで

３ 場所

旭川市７条通７丁目

旭川トーヨーホテル

４ 参加機関

⑴ 旭川トーヨーホテル自衛消防隊及び従業員（約３０人）

⑵ 旭川市消防本部（約２０人）

⑶ 旭川市消防団（約１５人）

⑷ 旭川中央警察署（約５人）

５ 訓練内容

⑴ 旭川トーヨーホテル自衛消防隊及び従業員による１１９番通報及び

避難訓練

⑵ 消防隊による救出訓練及び放水訓練

添付資料
有 ・ 無

（依頼文，実施要領及び火災予防運動期間中の実施計画）

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望

する場合は，その旨記入すること。

報道（取材）に当

たってのお願い

訓練会場に消防本部の報道対応職員（ビブス標示）がおりますので，

取材等はこちらでお願いします。

消防隊の訓練では，梯子車での救出訓練，一斉放水訓練等，危険が伴

いますので，取材される際は十分に御注意ください。

備 考
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令 和 ３ 年 ４ 月 ７ 日
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旭 川 市 消 防 本 部

消 防 長 中 農 潔

（予防指導課担当）

令和３年春の火災予防運動に関する取材について（依頼）

陽春の候，ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃から，本市消防行政の推進につきまして格別の御理解，御協力をいただき，

厚くお礼申し上げます。

さて，これから空気が乾燥し，風が強くなるなど，火災が発生しやすくなる時季

を迎えることから，４月２０日（火）から４月３０日（木）までの１１日間，春の

火災予防運動を別紙１(実施要領)及び別紙２(期間中の行事計画)のとおり実施いた

します。

つきましては，同運動及び期間中の実施行事の取材，報道についてよろしくお願

い申し上げます。

担当 旭川市消防本部予防指導課

小 島・尾 美

TEL 0166-25-1123

庁内内線 ５９５３



令和３年 春の火災予防運動実施要領

１ 目 的
空気が乾燥し，火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり，地域住民の皆様に対

する火災予防思想の普及を推進し，火災及び火災による死者の発生の低減化を図る
とともに，住宅用火災警報器の普及促進及び維持管理等，乾燥時及び強風時の火災
発生防止対策，放火火災防止対策，特定防火対象物における火災予防対策等につい
て，地域住民及び関係機関に広く周知させることを目的として実施するものです。

２ 統一標語
「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」

３ 実施期間
４月２０日（火）から４月３０日（金）までの１１日間

４ 実施機関
⑴ 旭川市消防本部 ⑶ 上川町消防団
⑵ 旭川市消防団 ⑷ 鷹栖町消防団

５ 重点目標及び推進項目
⑴ 住宅防火対策の推進
ア 住宅用火災警報器の普及促進及び経年劣化した警報器の交換の推進

未設置世帯への積極的な普及促進及び制度の周知を図るとともに，今後の適
正な維持管理及び経年劣化した住宅用火災警報器の交換について，防火広報紙
等を活用し，周知を図ります。

イ 高齢者等の安全対策に重点を置いた火災による死者発生防止対策の推進
高齢者等を対象に，住宅火災による死傷者の発生を防止するため，住宅用消

火器及び緊急通報システム「ホットライン１１９」の普及を図ります。
⑵ 乾燥時及び強風時の火災発生防止対策
ア 火災予防広報を実施します。
イ たき火等を行う場合の消火準備及び監視を励行します。
ウ 火気取扱いにおける注意を徹底します。
エ 工事等における火気管理を徹底します。

⑶ 放火火災防止対策の推進
放火されない環境づくりの推進
消防車両による巡回広報等を通じ，放火火災防止のポイントを呼びかけます。

⑷ 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
ア 特定防火対象物等に対する立入検査を実施します。
イ 消防法令違反のある防火対象物に対する是正指導を徹底します。
ウ 特定防火対象物等に対する立入検査・訓練指導を実施します。

⑸ 製品火災の発生防止に向けた取組の推進
製品の適切な使用・維持管理及び製品火災に関する注意情報を周知徹底します。

⑹ 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底
ア 催しを主催する者に対して指導を実施します。
イ ガソリン等の貯蔵・取扱いについて指導を実施します。
ウ 火気器具等を使用する露店等への指導を実施します。

⑺ 林野火災予防対策の推進
火入れ等に対する注意喚起を徹底します。

⑻ 消火器の適切な維持管理
老朽化した消火器の破裂等による事故の発生を防止するため，市内の各消防用

設備業協同組合に協力を依頼し，一斉回収等を通じて適切な処分を推進します。

６ 防火相談所の開設
火災予防運動の実施期間中，市内及び町内の消防署・出張所については，地域に

別紙１



おける防火・防災・救急に関する相談先及び防火講話・救急講習の実施依頼先とし
て位置付け，各町内会，各団体等からの相談等に対応します。

【相 談 先】
◎南 消 防 署 旭川市７条通１０丁目 （電話）０１６６－２３－４６４９
緑が丘出張所 旭川市緑が丘東３条１丁目（電話）０１６６－６０－８８０２
豊 岡 出 張 所 旭川市豊岡３条３丁目 （電話）０１６６－３１－４６０３
神 楽 出 張 所 旭川市神楽４条７丁目 （電話）０１６６－６１－２２５１
東旭川出張所 旭川市東旭川北１条６丁目（電話）０１６６－３６－１１７１
忠 和 出 張 所 旭川市忠和４条８丁目 （電話）０１６６－６３－１７８９
東 光 出 張 所 旭川市東光２７条８丁目 （電話）０１６６－３３－９９７３

◎北 消 防 署 旭川市大町３条５丁目 （電話）０１６６－５１－８１３８
春 光 出 張 所 旭川市末広４条１丁目 （電話）０１６６－５１－３８２３
新旭川出張所 旭川市大雪通８丁目 （電話）０１６６－２６－０５５９
永 山 出 張 所 旭川市永山２条１７丁目 （電話）０１６６－４８－２０５５

◎上 川 消 防 署 上川郡上川町北町202番地（電話）０１６５８－２－１０４０
層雲峡出張所 上川郡上川町字層雲峡39番地（電話）０１６５８－５－３１０７

◎鷹 栖 消 防 署 上川郡鷹栖町南１条３丁目（電話）０１６６－８７－２０４２

【火災案内電話】
消防車が火災等へ出動した際，出動した内容・場所をお知らせします。

・一 般 電 話 （電話）０１８０－９９－１１２２
・Ｉ Ｐ 電 話 等 （電話）０１６６－２３－７１１９

【北海道救急医療情報案内センター】
土日，休日，夜間の当番医を御案内しています。

・一 般 電 話 （電話）０１２０－２０－８６９９
・携 帯 電 話 （電話）０１１－２２１－８６９９

【お問い合わせ先】
・旭川市消防本部 予防指導課 旭川市７条通１０丁目

（電話）０１６６－２５－１１２３
・旭川市消防本部 市民安心課 旭川市７条通１０丁目

(電話）０１６６－２３－１６６８



行　事　名 期　　日 場　　所 対　　象 内　　　　容

消防訓練（総合訓練） ４月２０日(火) 旭川トーヨーホテル 旭川市消防本部
旭川市７条通７丁目 旭川市消防団

防火対象物関係者

火災防ぎょ訓練 期間中未定 未定 上川消防署，層雲峡出張所

上川町消防団

防火対象物関係者

防火査察 ４月２０日(火) 市内一円 防火対象物

～４月３０日(金) 上川町内一円

鷹栖町内一円

防火相談所の開設 ４月２０日(火) 市内消防庁舎 地域住民

～４月３０日(金)

老朽化消火器の処分 ４月２０日(火) 市内一円 地域住民

～４月３０日(金) 上川町内一円

鷹栖町内一円

４月２０日(火) 市内一円 地域住民

～４月３０日(金) 上川町内一円

鷹栖町内一円

防火パトロール ４月２０日(火) 市内一円 地域住民

～４月３０日(金) 上川町内一円

鷹栖町内一円

火災予防に関する講話 ４月２０日(火) 市内一円 地域住民

～４月３０日(金)

４月２０日(火) 市内一円

～４月３０日(金) 上川町内一円

鷹栖町内一円

ほのぼの訪問 ４月２０日(火) 市内一円

～４月３０日(金)

（裏面へつづく）

令和３年　春の火災予防運動期間中の行事計画

自衛消防隊による１１９番通報訓練，初期消火及び
避難誘導訓練
消防隊による総合訓練を実施する。

消防職団員の技術向上や，町民の防火意識の高揚を
図るため，火災防ぎょ訓練を実施する。

建築物の防火安全対策の徹底を図るため，防火査察
を実施する。

各消防署を防火相談所として位置付け，防火･防災･
救急に関する相談等を受ける。

防火査察の際に，消火器の適切な維持管理を指導す
るとともに，老朽化した消火器による人身事故の防
止を図るため，適正な処分を呼びかける。

多数の者が集合する催しに対
する火災予防指導の徹底 防火広報紙やホームページを活用し，多数の者が集

合する催しに際し，火気器具を使用する場合の火災
予防を周知する。

消防車両による巡回広報を実施し，火災予防を呼び
かけ，乾燥時又は強風時の火気の取扱いにおける注
意喚起，放火火災の抑止及び製品火災の発生防止を
図る。

防火対象物の関係者等から防火に関する講話依頼が
あった場合に，随時対応する。

防火ポスター，防火広報紙等
による広報 市内及び上川町内，鷹栖町内

における事業所，町内会

各事業所，町内会に防火ポスター・防火広報紙等を
配付し，火災予防を呼びかける。

７５歳以上の方のみで構成す
る世帯

消防職員・消防団員・防火訪問協力員が対象者宅を
訪問し，防火指導，防火点検及び日常生活における
障害や不安の解消を図る（ホットライン１１９及び
住宅用火災警報器の普及を含む。）。

別紙２



行　事　名 期　　間 場　　所 対　　象 内　　　　容

４月２０日(火) 市内消防庁舎・市庁舎 地域住民

～４月３０日(金)

４月２０日(火) 市内一円 地域住民

～４月３０日(金)

４月下旬 買物公園 市民

４月下旬 市内物品販売店舗 市民

（スーパー等）

４月２０日(火) 市内一円 地域住民

～４月３０日(金)

４月２０日(火)

～４月３０日(金)

防火・防災パネル展の実施 ４月２０日(火) 東部まちづくりセンター 市民及び豊岡地区住民

～４月３０日(金) 旭川市豊岡３条３丁目

防火看板の掲示及び職員の
マークプレート着用による広
報

各消防庁舎前及び各市町関係施設前に防火看板等を
掲示するとともに車両へのマグネットシートの貼付
けを実施する。
また，消防職員及び市職員はマークプレートを着用
し，地域住民に火災予防を呼びかける。

上川町内消防庁舎・上川町役
場・上川医療センター

鷹栖町内消防庁舎・鷹栖町消
防団詰所

市消防団員による防火広報紙
の配布及び巡回広報

各分団員による一般家庭への防火広報紙の配布，消
防車での巡回広報を実施し，地域住民に火災予防を
呼びかける。

市消防団女性分団による防火
チラシの配布

買物公園において通行人にチラシを配布し，火災予
防を呼びかける。

市スーパーエイジ防火クラブ
員による街頭広報

市スーパーエイジ防火クラブ員が，買い物客に対し
て防火チラシを配布し，火災予防を呼びかける。

市女性防火クラブ員による巡
回広報

市女性防火クラブ員が巡回広報を行い，地域住民に
火災予防を呼びかける。

市防火管理協会及び市危険物
安全協会によるマークプレー
トの着用

市内物品販売店舗等 市防火管理協会及び市危険物
安全協会に加入する事業所

事業所の職員が「火災予防マークプレート」を着用
し，買い物客等に火災予防運動の実施を周知し，火
災予防を呼びかける。

東部まちづくり住民センター内で防火・防災に関す
るパネル展を実施し，防火意識の高揚を図る。


